
　

 

【表紙】

　

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成25年２月12日

【四半期会計期間】 第93期第３四半期 (自　平成24年10月１日　至　平成24年12月31日)

【会社名】 ＣＫＤ株式会社

　 （注）平成24年７月１日付で商号の登記上の表記を「シーケーディ

株式会社」から「ＣＫＤ株式会社」に変更いたしました。

【英訳名】 ＣＫＤ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　　梶本　一典

【本店の所在の場所】 愛知県小牧市応時二丁目250番地

【電話番号】 （0568）77－1111 大代表

【事務連絡者氏名】 経理部長　　舟橋　典孝

【最寄りの連絡場所】 東京都港区浜松町一丁目31番１号（文化放送メディアプラス)

ＣＫＤ株式会社東京支店

【電話番号】 （03）5402－3620 代表

【事務連絡者氏名】 執行役員営業本部副本部長兼東京支店長　　山内　吉一

【縦覧に供する場所】 ＣＫＤ株式会社東京支店

（東京都港区浜松町一丁目31番１号（文化放送メディアプラス）)

ＣＫＤ株式会社大阪支店

（大阪市西区土佐堀一丁目３番20号)

株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号)

株式会社名古屋証券取引所

（名古屋市中区栄三丁目８番20号)

　

EDINET提出書類

ＣＫＤ株式会社(E01909)

四半期報告書

 1/17



第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】
１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第92期
第３四半期
連結累計期間

第93期
第３四半期
連結累計期間

第92期

会計期間
自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日

自　平成24年４月１日
至　平成24年12月31日

自　平成23年４月１日
至　平成24年３月31日

売上高 (百万円) 53,737 47,507 72,804

経常利益 (百万円) 4,259 2,135 6,213

四半期（当期）純利益 (百万円) 2,606 1,346 3,741

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 1,924 1,031 3,551

純資産額 (百万円) 46,642 48,488 48,322

総資産額 (百万円) 69,179 69,244 70,079

１株当たり四半期 (当期) 純利益
金額

(円) 41.08 21.37 58.96

潜在株式調整後１株当たり
四半期 (当期) 純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 67.4 70.0 69.0

　

回次
第92期
第３四半期
連結会計期間

第93期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自　平成23年10月１日
至　平成23年12月31日

自　平成24年10月１日
至　平成24年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 9.64 3.84

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期 (当期) 純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

　　

２ 【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ (当社及び当社の関係会社) が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

なお、当第３四半期連結会計期間において、ＣＫＤフィールドエンジニアリング株式会社を新たに設立し、連結の範囲

に含めております。　　
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第２ 【事業の状況】
１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報

告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。

(1) 業績の状況

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、震災復興関連需要や政府の消費刺激策により、期初は穏やか

ながらも回復に向かいました。その後、環境対応車普及促進事業補助金の終了なども影響し内需に翳りが出ており

ます。一方外需は、長引く欧州債務問題がアジア新興国の景気にも影響したことに日中関係の問題も重なり、輸送機

械など輸出産業が一時的に悪化いたしました。

このような状況のもとで、当第３四半期連結累計期間の売上高は47,507百万円（前年同四半期比11.6％減）とな

りました。損益面では、売上高の減少により営業利益は2,011百万円（前年同四半期比51.9％減）、経常利益2,135百

万円（前年同四半期比49.9％減）、四半期純利益1,346百万円（前年同四半期比48.3％減）となりました。

　
セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

① 自動機械部門

主力商品の薬品包装機械は、政府によるジェネリック医薬品普及促進と医療用医薬品安全対応により受注が

増加いたしました。しかしながら装置納入時期は第４四半期に集中しており、当第３四半期連結累計期間におけ

る売上は減少いたしました。また、はんだ印刷検査機と二次電池製造装置は、設備投資抑制の影響から売上が減

少いたしました。その結果、売上高は8,519百万円（前年同四半期比15.9％減）、営業利益は584百万円（前年同

四半期比55.1％減）となりました。

② 機器部門

国内市場は、車載用及びスマートフォン用の電子部品向けと医療機器向けの売上は好調を維持しております。

しかし、半導体業界向けと二次電池業界向け売上は、設備投資抑制の影響を受け減少いたしました。

　海外市場は、タイの洪水復興需要により東南アジアの売上は増加いたしました。しかし、景気減速の影響から東

アジアの売上が減少したため、海外売上は減少いたしました。その結果、売上高は38,988百万円（前年同四半期

比10.6％減）、営業利益は3,246百万円（前年同四半期比30.5％減）となりました。
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(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題について重要な変更及び新たに生じた課

題はありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(株式会社の支配に関する基本方

針について)を定めており、その内容等 (会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項) は次のとおりであります。

　
① 基本方針の内容

当社は、上場会社として当社株式の自由な売買を認める以上、特定の者の大規模買付行為 (下記③において定義

されます。) に応じて当社株式の売却を行うか否かは、最終的には当社株式を保有する当社株主の皆様の判断に委

ねられるべきものであると考えます。しかし、当社の経営にあたっては、自動化技術と流体制御技術等長年にわた

るノウハウと豊富な経験、並びに国内外の顧客、取引先、従業員等のステークホルダーとの間に築かれた信頼関係

が不可欠であり、これらに関する十分な情報なくしては、株主の皆様が将来実現することができる企業価値ひいて

は株主価値を適切に判断することはできないものと考えております。

　
② 財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他基本方針の実現に資する取組み

当社は、創業以来、一貫して自動化技術・流体制御技術の研究開発に取り組み、高品質・高効率の自動化を実現

するとともに、省資源・省エネルギーを考慮した自動機械装置及び自動化機器を開発し、あらゆる産業界の自動化

・ローコスト化に貢献してまいりました。その結果、自動機械商品においては、高い安全性と環境性能をもつ薬品

包装機械は国内で80％のシェアを占めており、リチウムイオン電池製造システムや電子基板の三次元はんだ印刷

検査機についても高いシェアを誇っております。また、機器商品においても、半導体製造に欠かせない薬液制御機

器や、あらゆる産業に応用可能な流体制御機器についても国内でトップの地位を堅持しております。当社は、国内

はもとより海外各地において幅広い販売ネットワークを構築しているほか、お客様との密接な関係を構築し、世界

に通用する品質保証体制の構築と環境対応商品の開発を行い顧客満足度の向上に邁進しております。

また、企業の社会的責任を全うするため、環境保全活動の一層の推進、ＣＳＲ基金による社会貢献、社員の自主活

動の支援などによりステークホルダーとのコミュニケーションを深めるとともに、行動規準をはじめとする各種

社内規程の整備や業務手順の文書化を進めるなど内部統制システムを充実させております。

　
③ 基本方針に照らして不適切な者によって会社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取

組み

当社は、平成19年６月28日開催の第87期定時株主総会の承認に基づき、特定株主グループの議決権割合を20％以

上とすることを目的とする当社株式の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20％以上とな

る当社株式の買付行為 (以下、かかる買付行為を「大規模買付行為」といいます。) を行う者 (以下「大規模買付

者」といいます。) に対する対応方針 (以下「本方針」といいます。) を導入し、平成22年６月24日開催の第90期

定時株主総会の承認に基づき、本方針を更新いたしました。

本方針の有効期限は、平成22年６月24日から３年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主

総会終結の時までであり、その概要は以下のとおりであります。
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［本方針の概要］

Ⅰ．大規模買付ルールの内容

　
当社が設定した大規模買付ルールとは、大規模買付者が①事前に当社取締役会に対して必要かつ十分な情報を提

供しなければならず、②その後当社取締役会による一定の評価期間が経過した後にはじめて大規模買付行為を開始

することができる、というものです。

具体的には、まず、大規模買付者には、当社取締役会に対して、当社株主の皆様の判断及び当社取締役会としての

意見形成のために必要かつ十分な情報 (以下「本必要情報」といいます。) を提供していただきます。本必要情報

の具体的内容は大規模買付者の属性及び大規模買付行為の内容によって異なりますが、一般的な項目は以下の事項

を含みます。

(a) 大規模買付者及びそのグループの概要 (大規模買付者の事業内容、当社の事業と同種の事業についての経験

等を含みます。)

(b) 大規模買付行為の目的及び内容

(c) 当社株式の取得対価の算定根拠及び取得資金の裏付け

(d) 当社の経営に参画した後に想定している経営方針、事業計画、財務計画、資本政策、配当政策、資産活用策等

(以下「買付後経営方針等」といいます。) 

大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合には、まず当社代表取締役宛に、大規模買付者の名称、住所、

設立準拠法、代表者の氏名、国内連絡先及び提案する大規模買付行為の概要を明示し、大規模買付ルールに従う旨

を表明した意向表明書をご提出いただくこととし、当社は、かかる意向表明書受領後10営業日以内に、大規模買付

者から当初提供いただくべき本必要情報のリストを当該大規模買付者に交付します。なお、当初提供していただい

た情報を精査した結果、それだけでは当社株主の皆様の判断又は当社取締役会としての意見形成のためには不十

分と認められる場合には、当社取締役会は、外部者からなる独立委員会の勧告を最大限尊重したうえで、大規模買

付者に対して本必要情報が揃うまで追加的に情報提供を求めることがあります。大規模買付行為の提案があった

事実及び当社取締役会に提供された本必要情報は、当社株主の皆様の判断のために必要かつ適切と認められる範

囲において、適切と判断する時点で、その全部又は一部を開示します。また、大規模買付者が本必要情報の提供を完

了した場合は、速やかにその旨を開示します。

次に、当社取締役会は、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付者が当社取締役会に対し本必要情

報の提供を完了した後、60日間 (対価を現金 (円貨) のみとする公開買付けによる当社全株式の買付けの場合) 

又は90日間 (その他の大規模買付行為の場合) を取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための

期間 (以下「取締役会評価期間」といいます。) として与えられるべきものと考えます。従って、大規模買付行為

は、取締役会評価期間の経過後にのみ開始されるものとします。取締役会評価期間中、当社取締役会は外部の有識

者等の助言を受けながら、提供された本必要情報を十分に評価・検討し、当社取締役会としての意見を慎重にとり

まとめ、公表します。また、必要に応じ、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善について交渉し、

当社取締役会として当社株主の皆様に対し代替案を提示することもあります。

なお、当社取締役会が当初の取締役会評価期間の満了時までに当社取締役会としての意見の公表に至らない場

合は、当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重したうえで、評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のため

に合理的に必要とされる範囲内 (ただし、原則として30日間を上限とします。) で、取締役会決議をもって取締役

会評価期間を延長することができます。当社取締役会が取締役会評価期間の延長を決議した場合、当該決議された

具体的期間及びその具体的期間が必要とされる理由を適用ある法令等及び金融商品取引所規則に従って直ちに株

主の皆様に対して開示します。

　

EDINET提出書類

ＣＫＤ株式会社(E01909)

四半期報告書

 5/17



　
Ⅱ．大規模買付行為がなされた場合の対応方針

　
(a) 大規模買付者が大規模買付ルールを順守した場合

大規模買付者が大規模買付ルールを順守した場合には、当社取締役会は、仮に当該大規模買付行為に反対で

あったとしても、当該買付提案についての反対意見を表明したり、代替案を提示したりすることにより、当社株

主の皆様を説得するに留め、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置はとりません。大規模買付者の買

付提案に応じるか否かは、当社株主の皆様において、当該買付提案及び当社が提示する当該買付提案に対する意

見、代替案等をご考慮のうえ、ご判断いただくことになります。もっとも、大規模買付ルールが順守されている場

合であっても、当該大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主価値を著しく損なうと認められる場合には、

当社取締役会は例外的に、企業価値ひいては株主価値を守るために適切と考える対抗措置を発動することがあ

ります。

また、当該大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主価値を著しく損なうか否か及び対抗措置を発動す

べきか否かの検討及び判断については、その客観性及び合理性を担保するため、当社取締役会は、大規模買付者

の提供する買付後経営方針等を含む本必要情報に基づいて、外部の有識者等の助言を得ながら独立委員会の勧

告を最大限尊重したうえで、当該大規模買付者及び大規模買付行為の具体的内容 (目的、方法、対象、取得対価の

種類・金額等) や当該大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主価値に与える影響を検討し、取締役会決

議をもって決定することといたします。

　
(b) 大規模買付者が大規模買付ルールを順守しない場合

大規模買付者により大規模買付ルールが順守されなかった場合には、具体的な買付方法の如何にかかわらず、

当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主価値を守ることを目的として、新株予約権の発行等、会社法その

他の法律及び当社定款が認める対抗措置を発動し、大規模買付行為に対抗する場合があります。この大規模買付

者により大規模買付ルールが順守されたか否か及び対抗措置を発動すべきか否かの検討及び判断については、

当社取締役会は、外部の有識者等の助言を得ながら独立委員会の勧告を最大限尊重したうえで、取締役会決議を

もって決定することといたします。

　
④ 本方針の妥当性に関する取締役会の判断

大規模買付者が大規模買付ルールを順守した場合には、当社取締役会は上記③のとおり原則として当該大規模

買付行為に対する対抗措置はとりません。従いまして、大規模買付者の提案に応じるか否かは、当社株主の皆様に

おいて、大規模買付者から提供され当社取締役会により開示された本必要情報、当該大規模買付行為の提案及び当

社取締役会が提示する当該大規模買付行為の提案に対する意見、代替案等をご考慮のうえ、ご判断いただくことに

なるため、当社取締役会は本方針が上記①の基本方針に沿うものであると考えます。

また、本方針は、当社株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情報や、現に当社の

経営を担っている当社取締役会の意見を当社株主の皆様に対して提供し、さらには、当社株主の皆様が当社取締役

会立案による代替案の提示を受ける機会を保証することを目的としています。これにより、当社株主の皆様は、十

分な情報のもとで、大規模買付行為に応じるか否かについて適切な判断をすることが可能となり、そのことが当社

の企業価値ひいては株主価値の保護につながるものと考えます。従いまして、本方針は、当社株主及び投資家の皆

様が適切な投資判断を行うにあたっての前提として、当社株主及び投資家の皆様の利益に資するものであり、決し

て当社役員の地位の維持を目的とするものではありません。

　
(3) 研究開発活動 

当第３四半期連結累計期間における当社グループの研究開発活動の金額は、1,783百万円であります。　

なお、当第３四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

　

(4) 生産、受注及び販売の実績 

当第３四半期連結累計期間において、自動機械部門の受注実績が著しく増加しております。これは主として、薬品

包装機械の受注が好調であったことによるものであります。自動機械部門の当第３四半期連結累計期間における受

注実績は、12,623百万円(前年同四半期比66.1％増)、当第３四半期連結会計期間末における受注残高は、11,560百万

円(前年同四半期末比81.1％増)となりました。
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第３ 【提出会社の状況】
１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 233,000,000

計 233,000,000

　
② 【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数(株)
(平成24年12月31日)

提出日現在発行数(株)
(平成25年２月12日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 69,429,349 69,429,349
東京証券取引所
名古屋証券取引所
(各市場第一部)

単元株式数100株

計 69,429,349 69,429,349 ― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　
(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金
増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成24年10月１日～
平成24年12月31日

─ 69,429,349 ─ 11,016 ─ 11,797

　
(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日(平成24年９月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。

① 【発行済株式】
　 　 平成24年12月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)
普通株式   6,975,900

― 単元株式数100株

(相互保有株式)

普通株式      11,000
― 同上

完全議決権株式(その他) 普通株式  62,406,400 624,064 同上

単元未満株式 普通株式      36,049 ― 一単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 69,429,349 ― ―

総株主の議決権 ― 624,064 ―

　
② 【自己株式等】

　 　 平成24年12月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数の割合

(％)

(自己保有株式)
ＣＫＤ株式会社
 

愛知県小牧市応時二丁目

250番地

6,975,900― 6,975,900 10.05

(相互保有株式)
株式会社パボット技研
 

愛知県丹羽郡大口町伝右

二丁目67番地

11,000 ─ 11,000 0.02

計 ― 6,986,900― 6,986,900 10.06

（注)１．上記のほか、連結財務諸表において自己株式として表示している当社株式が、593,200株あります。これは「従

業員持株会連携型ＥＳＯＰ」の導入により、平成23年２月21日付で株式会社三井住友銀行「ＣＫＤ持株会信託

口」へ譲渡した自己株式1,287,000株のうち、平成24年９月30日現在、当該信託が所有している当社株式でありま

す。

２．平成24年７月１日付で当社商号を「シーケーディ株式会社」から「ＣＫＤ株式会社」に変更しております。

　
２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】
　

１  四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第

64号）に基づいて作成しております。

　

２  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成24年10月１日から平成24

年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年12月31日まで）に係る四半期連結財

務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,059 8,780

受取手形及び売掛金 ※2
 18,466

※2
 13,583

営業未収入金 3,538 2,216

有価証券 － 2,000

商品及び製品 3,816 4,306

仕掛品 1,815 2,892

原材料及び貯蔵品 11,217 10,462

その他 2,052 2,654

貸倒引当金 △103 △64

流動資産合計 46,863 46,832

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 7,668 7,269

その他（純額） 10,308 10,154

有形固定資産合計 17,977 17,423

無形固定資産 818 834

投資その他の資産 ※1
 4,420

※1
 4,154

固定資産合計 23,216 22,412

資産合計 70,079 69,244

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 9,335 8,151

短期借入金 2,723 2,839

未払法人税等 859 83

賞与引当金 55 771

その他の引当金 515 523

その他 5,366 4,077

流動負債合計 18,855 16,448

固定負債

長期借入金 1,317 2,702

引当金 99 110

その他 1,484 1,494

固定負債合計 2,901 4,307

負債合計 21,757 20,755

純資産の部

株主資本

資本金 11,016 11,016

資本剰余金 12,735 12,735

利益剰余金 29,520 30,173

自己株式 △4,710 △4,883

株主資本合計 48,560 49,041

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 498 169

為替換算調整勘定 △736 △722

その他の包括利益累計額合計 △238 △552

純資産合計 48,322 48,488

負債純資産合計 70,079 69,244
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　　(2)　【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
　　　【四半期連結損益計算書】
　　　　【第３四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
 至 平成24年12月31日)

売上高 53,737 47,507

売上原価 39,188 34,941

売上総利益 14,548 12,566

販売費及び一般管理費 10,364 10,555

営業利益 4,184 2,011

営業外収益

受取利息 10 10

受取配当金 96 90

その他 283 216

営業外収益合計 390 317

営業外費用

支払利息 57 55

売上割引 73 83

為替差損 128 －

その他 55 54

営業外費用合計 315 193

経常利益 4,259 2,135

特別利益

固定資産売却益 44 1

補助金収入 8 －

特別利益合計 52 1

特別損失

固定資産売却損 9 2

固定資産除却損 39 9

特別損失合計 48 12

税金等調整前四半期純利益 4,263 2,124

法人税、住民税及び事業税 1,138 277

法人税等調整額 518 500

法人税等合計 1,657 778

少数株主損益調整前四半期純利益 2,606 1,346

四半期純利益 2,606 1,346
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【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 2,606 1,346

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △472 △329

為替換算調整勘定 △209 14

その他の包括利益合計 △682 △314

四半期包括利益 1,924 1,031

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,924 1,031

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

(連結の範囲の重要な変更)

当第３四半期連結会計期間において、ＣＫＤフィールドエンジニアリング株式会社を新たに設立し、連結の範囲に含

めております。

　

【会計方針の変更等】

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)

 減価償却方法の変更

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得

した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

これによる当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微

であります。

　
【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

※１.　資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額は次のとおりであります。

　
前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

投資その他の資産 106百万円 33百万円

　
※２.　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、当四半期連結会計期間の末日が金融機関の休日でし

たが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当四半期連結会計期間末日満期手形の金額は次の

とおりであります。

　
前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

受取手形 537百万円 187百万円

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　　   当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は次のとおりであります。

　
前第３四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年12月31日)

減価償却費 2,014百万円 1,929百万円
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(株主資本等関係)

前第３四半期連結累計期間 (自　平成23年４月１日　至　平成23年12月31日)

　　　配当金支払額

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年５月12日
取締役会

普通株式 507 8 平成23年３月31日 平成23年６月６日 利益剰余金

平成23年10月31日
取締役会

普通株式 380 6 平成23年９月30日 平成23年12月８日 利益剰余金

(注)１．平成23年５月12日取締役会の決議に基づく配当金の総額には、ＣＫＤ持株会信託口に対する配当金10百万円を

含めております。

２．平成23年10月31日取締役会の決議に基づく配当金の総額には、ＣＫＤ持株会信託口に対する配当金６百万円を

含めております。

　
当第３四半期連結累計期間 (自　平成24年４月１日　至　平成24年12月31日)

　　　配当金支払額

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年５月10日
取締役会

普通株式 380 6 平成24年３月31日 平成24年６月４日 利益剰余金

平成24年10月31日
取締役会

普通株式 312 5 平成24年９月30日 平成24年12月10日 利益剰余金

(注)１．平成24年５月10日取締役会の決議に基づく配当金の総額には、ＣＫＤ持株会信託口に対する配当金４百万円を

含めております。

２．平成24年10月31日取締役会の決議に基づく配当金の総額には、ＣＫＤ持株会信託口に対する配当金２百万円を

含めております。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間 (自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
　(単位：百万円)

　

報告セグメント

調整額
(注１)

四半期連結
損益計算書
計上額
(注２)

自動機械部門 機器部門 計

売上高 　 　 　 　 　

外部顧客への売上高 10,130 43,606 53,737 － 53,737

セグメント間の
内部売上高又は振替高

3 120 124 △124 －

計 10,134 43,727 53,861 △124 53,737

セグメント利益 1,301 4,670 5,971 △1,787 4,184

(注)１．セグメント利益の調整額△1,787百万円には、セグメント間取引消去26百万円及び各報告セグメントに配分　し

ていない全社費用△1,813百万円が含まれております。全社費用は、主に当社の管理部門に係る費用及び長　期的

な基礎的研究費用並びにＣＫＤグローバルサービス株式会社に係る費用であります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間 (自  平成24年４月１日  至  平成24年12月31日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
　(単位：百万円)

　

報告セグメント

調整額
(注１)

四半期連結
損益計算書
計上額
(注２)

自動機械部門 機器部門 計

売上高 　 　 　 　 　

外部顧客への売上高 8,519 38,988 47,507 － 47,507

セグメント間の
内部売上高又は振替高

－ 150 150 △150 －

計 8,519 39,138 47,657 △150 47,507

セグメント利益 584 3,246 3,831 △1,819 2,011

(注)１．セグメント利益の調整額△1,819百万円には、セグメント間取引消去25百万円及び各報告セグメントに配分

していない全社費用△1,845百万円が含まれております。全社費用は、主に当社の管理部門に係る費用及び長期

的な基礎的研究費用並びにＣＫＤグローバルサービス株式会社に係る費用であります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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(１株当たり情報)

 １株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
　

　
前第３四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
  至  平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
  至  平成24年12月31日)

１株当たり四半期純利益金額 41円08銭 21円37銭

(算定上の基礎) 　 　

四半期純利益金額(百万円) 2,606 1,346

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益金額(百万円) 2,606 1,346

普通株式の期中平均株式数(千株) 63,453 63,013

(注)１.　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２.　１株当たり四半期純利益の算定に用いられた普通株式の期中平均株式数は、ＣＫＤ持株会信託口が保有する当

社株式の数を含めて算定しております。

　

(重要な後発事象)

当第３四半期連結累計期間 (自  平成24年４月１日  至  平成24年12月31日)

退職給付制度の改定

　当社は平成25年４月１日より退職給付制度の改定を実施する予定であり、平成25年１月24日付けで労使合意に至っ

ております。現行の確定給付企業年金制度及び確定拠出年金制度を改定するとともに、確定給付企業年金制度の一

部を確定拠出年金制度に移行し、確定拠出年金制度が退職給付制度に占める割合をこれまでの20％から50％に引き

上げることを予定しております。なお、本制度の改定による当連結会計年度及び翌連結会計年度の損益に与える影

響額は算定中であります。

　
２ 【その他】

平成24年10月31日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

①　配当金の総額………………………………………………………………………312百万円

②　１株当たりの金額…………………………………………………………………５円00銭

③　支払請求の効力発生日及び支払開始日…………………………………………平成24年12月10日

(注) 平成24年９月30日現在の株主名簿に記録された株主に対し、支払いを行いました。
　　第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成25年２月５日

　

ＣＫＤ株式会社

取締役会　御中
　

有限責任監査法人トーマツ 　

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　髙　　橋　　寿　　佳　　印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　服　　部　　一　　利　　印

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているＣＫＤ株式会社の

平成24年４月１日から平成25年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間(平成24年10月１日から平成24年

12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成24年４月１日から平成24年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、

すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを

行った。

　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　
監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して

四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、

分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　
監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ＣＫＤ株式会社及び連結子会社の平成24年12月31日現在の財政状態及び

同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な

点において認められなかった。

　
利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
　

以　上

　
　

 

 (注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲には、XBRLデータ自体は含まれておりません。
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